
 

一般社団法人渋谷ＭＩＣＥ協会 定款 

 

 

第 1章 総則 

 

（名称） 

第 1 条 当法人は、一般社団法人渋谷ＭＩＣＥ協会と称する。 

 

（事務所） 

第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 

 

（目的） 

第 3 条 この法人は、渋谷区の中心エリアの観光事業の振興に取り組み、地域

経済の活性化、文化の向上と国際的相互理解の促進に寄与することを目的と

する。 

 

（事業） 

第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１．観光客の誘致、広報宣伝及び受入体制の整備 

２．観光に関する調査研究並びに情報の収集及び提供 

３．観光事業従事員の資質の向上 

４．観光振興のためのイベント等の開催並びに観光、物産の開発及び振興 

５．観光資源の保護及び開発 

６．渋谷エリアの各種団体等からの受託事業 

７．消費税法に基づく手続委託型輸出物品販売場に関する事業 

８．旅行業法に基づく旅行業に関する事業 

９．前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

１０．その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

 

（公告方法） 

第 5 条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむをえ

ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲

載する方法により行う。 

 

 

第 2章 社員 

 

（入社） 



 

第 6 条 当法人の目的に賛同して入社した個人又は団体を社員とする。 

2 社員になるには、別に定めるところにより、申込みをし、代表理事の承認を

受けなければならない。 

 

（経費等の負担） 

第 7 条 社員は、別に定めるところにより、年会費を負担する。 

 

（社員の資格喪失） 

第 8 条 社員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

（1） 退社したとき。 

（2） 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 

（3） 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は当法人が解散したとき。 

（4） 1年以上会費を滞納したとき。 

（5） 除名されたとき。 

 

（退社） 

第 9 条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退

社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して退社の予告をす

るものとする。 

 

（除名） 

第 10 条 社員が、次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によっ

て、除名することができる。ただし、当該社員に対し、社員総会の 1 週間前

までに除名の決議案を通知し、社員総会の決議の前に弁明する機会を与える

ものとする。 

（1） 定款又は規則に違反する重大な行為をし、当法人に損害を与えたと 

  き。 

（2） 法令違反などにより当法人の名誉を著しく傷つけたとき。 

（3） 社員として重要な義務を履行しないとき。 

（4） その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

（社員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第 11 条 社員が第 8 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対

する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行

の義務は免れることはできない。 

2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の年会費及びその他の 

拠出金品は、これを返還しない。 

 



 

第 3章 社員総会 

 

（種類及び構成） 

第 12 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の 2 種類とす

る。 

2 社員総会は、社員をもって構成する。 

3 社員総会において、社員は、別に定める通りの議決権を有する。 

 

（権限） 

第 13 条 社員総会は、次の事項を決議する。 

（1） 役員の選任及び解任 

（2） 役員等の報酬の額又はその規定 

（3） 定款の変更 

（4） 各事業年度の事業報告及び決算報告 

（5） 入会の基準並びに会費及び入会金の金額 

（6） 社員の除名 

（7） 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け 

（8） 解散及び残余財産の処分 

（9） 合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡 

(10) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（以下「一般法人法」という。）に規定する事項及びこの定款に

定める事項 

 

（開催） 

第 14 条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後 3か月以内に開催する。 

2 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。 

 

（招集） 

第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の

決議に基づき代表理事が招集する。 

 

（議長） 

第 16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故又は支

障があるときは、あらかじめ代表理事が定めた理事がこれに代わる。 

 



 

（決議） 

第 17条 社員総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除 

き、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。 

2 次の決議は、総社員の半数以上で、総社員の議決権の 3分の 2以上に当 

たる多数をもって行う。 

（1）社員の除名 

（2）定款の変更 

（3）解散 

（4）その他法令で定められた事項 

3 社員は、書面により議決権を行使することができる。書面により議決権を行

使する場合は、あらかじめ当該書面を当法人に提出する。この場合は、社員

総会に出席したものとして扱う。 

 

（議決権の代理行使） 

第 18 条 社員総会に出席することができない社員は、他の社員 1 名を代理人

としてその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員

又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書面を当法人に提出しなけ

ればならない。 

 

（社員総会議事録） 

第 19 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作

成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印する。 

 

 

第 4章 役員 

 

（員数） 

第 20 条 当法人に置く理事の員数は、1名以上とする。 

2 理事のうち、2名以内を代表理事とし、2名以内を専務理事、3名以内を常務

理事とすることができる。 

3 前項の専務理事及び常務理事は、一般法人法第 91条第 1項第 2号の業務執 

行理事とする。 

 

（資格） 

第 21 条 当法人の役員は、当法人の社員の中から選任する。 

2 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者

から選任することを妨げない。 



 

（選任等） 

第 22 条 理事は、社員総会の決議によって選任する。 

2 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって理事の中から選定 

する。 

3 理事のうち、理事のいずれかの 1名とその配偶者又は 3親等内の親族その他 

特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3分の 1を超えてはならない。 

 

（理事の職務及び権限） 

第 23 条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務の

執行を決定する。 

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。 

3 専務理事及び常務理事は、別に定めるところにより、当法人の業務を分担執

行する。 

 

（任期） 

第 24 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、その前任者又は現任者の残存

期間とする。 

3 任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任す

るまで、なお理事としての権利義務を有する。 

 

（解任） 

第 25 条 理事は、社員総会の決議により解任することができる。 

 

（顧問の設置） 

第 26 条 代表理事は、理事の推薦に基づき、若干名の顧問を置くことができ

る。 

2 顧問の資格、権能、任期等に関する規程については、別に定めるところによ

る。 

 



 

第 5章 基金 

 

（基金の拠出） 

第 27 条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第 131条に規定する基

金の拠出を求めることができる。 

 

（基金の取扱い） 

第 28 条 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理の返還等の取扱

いについては、理事の過半数の承認により別に定める基金取扱規程によるも

のとする。 

 

（基金の拠出者の権利） 

第 29 条 当法人は、解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、当法人は、次条に定める基金の返還手続きにより、

基金をその拠出者に返還することができるものとする。 

3 当法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び

信託することはできないものとする。 

 

（基金の返還手続） 

第 30 条 基金の返還は、定時社員総会の決議により、一般法人法第 141条に規

定する限度額の範囲内で行うものとする。 

2 前条第 2項の基金の返還の手続きについては、理事の過半数の同意により定

めるものとする。 

 

（代替基金の積立） 

第 31 条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金と

して積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないもの

とする。 

 



 

第 6章 財産及び計算 

 

（財産の構成） 

第 32条 当法人の財産は、次に掲げるものにより構成する。 

（1） 設立当初の財産目録に記載された財産 

（2） 基金 

（3） 入会金、会費 

（4） 寄附金品 

（5） 財産から生ずる収入 

（6） 事業から生ずる収入 

（7） その他の収入 

 

（財産の維持管理、処分及び運用） 

第 33 条 当法人の財産は、社員総会において別に定めるところにより、当法人

の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。 

2 当法人が重要な財産を処分し、又は譲り受けるときは、あらかじめ理事の過

半数の承認及び社員総会の承認を得なければならない。財産の管理運用方法

につき重要な変更をする場合も、同様とする。 

 

（剰余金） 

第 34 条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

（事業年度） 

第 35 条 当法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。 

 

 

第 7章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第 36条 この定款は、社員総会の決議をもって変更することができる。 

 

（解散） 

第 37 条 当法人は、一般法人法第 148条第 2号から第 7号までに規定する事由

によって、解散する。 

 



 

（残余財産の帰属先） 

第 38 条 当法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、社

員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

第 5条第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす

る。 

 

 

第 8章 事務局 

 

（事務局） 

第 39 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

3 事務局長等の重要な職員は、代表理事が理事の過半数の承認を得て任免する。 

4 前項以外の職員は、代表理事が任免する。 

5 事務局の組織及び運営に必要な事項については、理事の過半数の承認をもっ

て定めるところによる。 

 

（法令の準拠） 

第 40 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

 

 

第 9章 附則 

 

（設立時社員の氏名及び住所） 

第 41 条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 

 

   林尚毅   東京都江東区豊洲三丁目６番８－２４１６号 

   宮島芳明  東京都世田谷区新町二丁目３８番２５号 

 

（最初の事業年度） 

第 42 条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和 2 年 3 月 31

日までとする。 

 

（設立時の主たる事務所の所在場所） 

第 43 条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、下記の地とする。 

主たる事務所 東京都渋谷区桜丘町２６番１号 

 



 

（設立時理事及び設立時代表理事） 

第 44 条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。 

  設立時理事 林尚毅 

  設立時理事 宮島芳明 

  設立時代表理事 

東京都江東区豊洲三丁目６番８－２４１６号 

        林尚毅 

 

 

 

以上、一般社団法人渋谷ＭＩＣＥ協会設立のため、設立時社員林尚毅及び宮

島芳明の定款作成代理人である司法書士吉井勇治は、電磁的記録である本定款

を作成し、電子署名する。 

 

  令和元年 5月 24日 

 

設立時社員  林 尚毅 

設立時社員  宮島 芳明 

 

 

    上記設立時社員の定款作成代理人司法書士 

東京都港区麻布十番二丁目２１番１４号 

ライオンズマンション麻布コート５０６ 

吉井 勇治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

一般社団法人渋谷ＭＩＣＥ協会 役員一覧 

 

（2020年 10月 2日現在） 

【理事】 

氏名 役職 所属 

市来 利之 

（いちき としゆき） 

代表理事 東急株式会社 

専務執行役員 

宮島 芳明 

（みやじま よしあき） 

専務理事 

（業務執行理事） 

株式会社東急ホテルズ 

常務執行役員 渋谷統括総支配人 

安住 修 

（あずみ おさむ） 

常務理事 

（業務執行理事） 

東急株式会社 

交通インフラ事業部 戦略企画グループ 主査 

鮫島 泰洋 

（さめじま やすひろ） 

理事 東急不動産株式会社 

都市事業ユニット渋谷プロジェクト推進本部 

執行役員本部長 

三輪 泰央 

（みわ やすなか） 

理事 株式会社フォーシスアンドカンパニー 

代表取締役社長 

大西 恭弘 

（おおにし やすひろ） 

理事 サッポロビール株式会社 

執行役員 広域法人営業本部長 

 

【事務局】 

氏名 役職 所属 

杉野 仁美 

（すぎの さとみ） 

事務局長 株式会社東急ホテルズ 

渋谷ストリームエクセルホテル東急 総支配人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

一般社団法人 渋谷MICE協会

(単位：円)

当年度 前年度 増減

Ⅰ一般正味財産増減の部

 1.経常増減の部

(1)経常収益

受託事業収益 180,456 0 180,456

受取チケット収入 180,456 0 180,456

受取会費 1,800,000 0 1,800,000

会員受取会費収入 1,800,000 0 1,800,000

受取補助金等 2,987,930 0 2,987,930

補助金収入 2,987,930 0 2,987,930

受取協賛金等 1,020,000 0 1,020,000

協賛金収入 1,020,000 0 1,020,000

雑収益 2 0 2

受取利息 2 0 2

雑収益 0 0 0

経常収益計 5,988,388 0 5,988,388

(2)経常費用

事業費 4,718,038 0 4,718,038

旅費交通費 164,292 0 164,292

通信運搬費 0 0 0

消耗品費 0 0 0

委託費 4,116,746 0 4,116,746

印刷製本費 437,000 0 437,000

管理費 957,028 0 957,028

委託費 490,000 0 490,000

手数料 2,700 0 2,700

租税公課費 464,328 0 464,328

経常費用計 5,675,066 0 5,675,066

当期経常増減額 313,322 0 313,322

 2.経常外増減の部

(1)経常外収益

固定資産売却益 0 0 0

固定資産売却益 0 0 0

退職給付引当金戻入 0 0 0

退職給付引当金戻入 0 0 0

経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用

固定資産売却（除却）損 0 0 0

什器備品売却（除却）損 0 0 0

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

   当期一般正味財産増減額 313,322 0 313,322

   一般正味財産期首残高 0 0 0

   一般正味財産期末残高 313,322 0 313,322

Ⅱ指定正味財産増減の部

(1)収益

収益計 0 0 0

(2)費用

費用計 0 0 0

   当期指定正味財産増減額 0 0 0

   指定正味財産期首残高 0 0 0

   指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 313,322 0 313,322

科目

正味財産増減計算書

自　令和元年５月24日

至   令和 2年3月31日

 



 

 
貸 借 対 照 表 

 

  

 

 

 

（令和２年3月31日現在） 
（単位：円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（資産の部）  （負債の部）  

流 動 資 産 483,322 流 動 負 債 170,000 

現 金 及 び 預 金 339,822 未 払 金 － 

未 収 入 金 143,500 未 払 費 用 － 

貯 蔵 品 － 預 り 金 170,000 

前 払 費 用 － 未 払 消 費 税 － 

仮 払 金 － 未 払 法 人 税 等 － 

固 定 資 産 － 固 定 負 債 － 

有 形 固 定 資 産 － 長 期 借 入 金 － 

建 物 及 び 付 属 設 備 － 負 債 合 計 170,000 

一 括 償 却 資 産 － （正味財産の部）  

減 価 償 却 累 計 額 － 一 般 正 味 財 産 313,322 

無 形 固 定 資 産 －  － 

ソ フ ト ウ ェ ア －  － 

投 資 そ の 他 の 資 産 －  － 

差 入 保 証 金 －  － 

長 期 前 払 費 用 － 正 味 財 産 合 計 313,322 

資 産 合 計 483,322 負 債 ・ 正 味 財 産 合 計 483,322 


